
契 約 書（案） 

 

三重県後期高齢者医療広域連合（以下「発注者」という。）と○○○（以下「受注者」

という。）とは、三重県後期高齢者医療広域連合内部情報システム（人給・庶務・文書・

電子決裁）構築業務委託（以下「委託業務」という。）に関して、下記要綱及び後記契約

条項（以下あわせて「本契約」という。）の通り契約を締結する。  

 

 

要 綱 

 

１．本件業務の名称：三重県後期高齢者医療広域連合内部情報システム（人給・庶務・

文書・電子決裁）構築業務委託  

２．本件業務の内訳：別紙「三重県後期高齢者医療広域連合内部情報システム（人給・

庶務・文書・電子決裁）構築業務委託仕様書」に定める通り 

３．委託料：金      円（うち消費税     円） 

４．委託料の支払時期及び支払方法：契約条項第１６条に定める通り  

５．本件業務の契約期間：契約締結日から令和７年３月２７日 

６．納入物：別紙「三重県後期高齢者医療広域連合内部情報システム（人給・庶務・文

書・電子決裁）構築業務委託仕様書」に定める通り 

７．納入期限：令和７年３月２７日 

 

 

本契約の証として本書２通を作成し、双方記名捺印の上、各１通を保有する。  

 

令和６年  月  日 

 

発注者 三重県津市桜橋二丁目９６番地三重県自治会館内 

    三重県後期高齢者医療広域連合  

広域連合長 森  智 広  

 

受注者  

 

 

 

 

 

 



契 約 条 項 

 

（委託業務） 

第１条 発注者は、委託業務の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託するものとす

る。 

（履行期間） 

第２条 委託業務の履行期間（以下「履行期間」という。）は、契約締結日から令和７年３

月２７日までとする。 

（委託料） 

第３条  発注者は、委託業務に係る委託料として総額金       円（うち消費税     

円）を受注者に支払うものとする。 

（契約保証金） 

第４条 契約保証金は免除する。 

（委託業務の実施方法） 

第５条 受注者は、この契約に基づき、別紙「三重県後期高齢者医療広域連合内部情報シス

テム（人給・庶務・文書・電子決裁）構築業務委託仕様書」及び発注者の指示に従い、善

良な管理者の注意をもって委託業務を実施しなければならない。 

（秘密の保持） 

第６条 受注者は、委託業務の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（個人情報の管理） 

第７条 受注者は、業務上知り得た個人情報について、個人情報保護法（平成１５年法律第

５７号）、番号法及び別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守するとともに、

個人情報管理責任者を定めて適正に管理し、業務履行後は直ちに発注者に返却しなければ

ならない。また、個人情報管理者は、従事職員に十分なセキュリティ研修等を実施し、不

法行為が行われないよう周知、徹底しなければならない。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第８条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（再委託等の禁止） 

第９条 受注者は、委託業務の全部又は一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務について、あらか

じめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（監督） 

第１０条 発注者は、必要があると認めるときは、指示その他の方法により委託業務の履行

状況を監督することができる。 

（業務担当責任者等） 

第１１条 受注者は、業務担当責任者（業務に従事する者で、当該業務に関し、主として指

揮・監督を行う者）を定め、書面により発注者に届け出なければならない。業務担当責任

者を変更した場合も同様とする。 

２ 発注者は、業務担当責任者、作業従事者等のうち、委託業務の施行又は管理につき著し



く不適当と認められる者があるときは、受注者に対しその交替を求めることができる 

（調査等） 

第１２条 発注者は、必要があると認めたときは、いつでも委託業務について報告を求め、

又は実地調査をすることができる。 

（実績報告） 

第１３条 受注者は、委託業務が完了したとき（委託業務を中止し、又は廃止したときを含

む。）は、遅滞なく委託業務実績報告書又はこれに代わるものを発注者に提出しなければ

ならない。 

（検査等） 

第１４条 発注者は、前条の規定により、委託業務実績報告書等の提出を受けたときは、提

出があった日から起算して１０日以内に、委託業務がこの契約の内容に適合するものであ

るかどうかを検査し、適合すると認めるときは、その旨を受注者に通知するものとする。 

２ 検査の実施は、履行場所又は発注者の指定する場所で行うものとする。 

３ 第１項の検査に合格したときをもって、委託業務の全部又は一部を完成したものとする。 

（履行遅滞の場合における損害金） 

第１５条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に委託業務を完了し

ない場合で、相当の期間内に完了する見込みのあるときは、当該期限の日の翌日から起算

して完了した日までの日数に応じ、契約金額の未履行部分相当額に対し、契約締結の日に

おける国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第２９条第１

項に規定する財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率により計算した

損害金を受注者に請求することができる。 

（委託料の支払） 

第１６条 受注者は、第１４条第１項の規定による通知があったときは、発注者に対して当

該通知に係る委託料の支払いを請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して３０日以内に委託料を

受注者に支払うものとする。 

３ 受注者は、発注者が所定期間内に当該通知に係る委託料を支払うことができないときは、

当該期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、未払代金に対し

当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２

５６号）第８条第１項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率に

より計算した遅延利息を発注者に請求することができる。 

（委託業務の内容の変更等） 

第１７条 発注者は、この契約の締結後の事情により必要があると認めるときは、委託業務

の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、発注者、

受注者協議の上、委託料の額を変更することができる。 

（危険負担） 

第１８条 委託業務の完了前に生じた損害については、受注者の負担とする。ただし、発注

者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。 

（発注者の解除権） 

第１９条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除すること



ができる。 

 ⑴ この契約、別紙「三重県後期高齢者医療広域連合内部情報システム（人給・庶務・文

書・電子決裁）構築業務委託仕様書」又は発注者の指示に違反したとき。 

⑵ 受注者の責めに帰すべき事由により履行期限までに委託業務を完了しないとき又は

履行期限までに委託業務を完了する見込みがないことが明らかになったとき。 

⑶ 第１３条の規定により提出した委託業務実績報告書等に虚偽又は不正の記載があっ

たとき。 

⑷ 委託業務の実施方法が不適当と認められるとき。 

⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に掲げる事項に該当し

たとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、受注者が法令に違反し又はその恐れがあり、社会的信用

を大きく低下させたとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合においては、既に納付された契約保証金は、発注

者に帰属する。 

３ 契約保証金の納付を免除された者は、第１項の規定により契約を解除された場合におい

ては、契約金額の１０分の１に相当する額を損害金として納付しなければならない。 

第１９条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。 

⑴ 受注者が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、

暴力団関係者（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

のほか、暴力団又は暴力団員に協力し、又は関与する等これらと関わりを持つ者その他

集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警

察等関係行政機関から通報があった者又は警察等関係行政機関が確認した者をいう。以

下同じ。）又は暴力団関係法人等（暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に

関与していると認められる法人等をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

⑵ 受注者の役員等（受注者が、法人の場合にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店

長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、

法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人事

業主にあってはその者及びその者の支配人をいう。以下同じ。）が暴力団、暴力団関係

者又は暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）であると認められるとき。 

⑶ 受注者又は受注者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は

第三者に損害を与える目的を持って、暴力団等の威力を利用するなどしたと認められる

とき。 

⑷ 受注者又は受注者の役員等が、暴力団等に直接又は間接を問わず資金等の供給、資材

等の購入又は便宜供与など積極的に暴力団等の維持若しくは運営に協力し、又は関与し

ていると認められるとき。 

⑸ 受注者又は受注者の役員等が、暴力団等と密接な関係を有していると認められるとき

（友人又は知人等として暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にする等の

交遊をしているときをいい、年１回会う等の事実があるときを含み、特定の場所で偶然



出会ったとき等を除く。）。 

⑹ 受注者又は受注者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき（暴力団事務所の新築等の工事を請け負う、暴力団等が開催するパー

ティーその他の会合に招待する、又は招待される、若しくは同席するような関係をいい、

特定の場所で偶然出会ったとき等を除く。）。 

⑺ 受注者又は受注者の役員等が、暴力団等であると知りながら、これを不当に利用する

などしたと認められるとき。 

⑻ 下請負人等との契約又は資材等の購入契約若しくは廃棄物処理施設の使用契約その

他の契約に当たり、その相手方が第１号から第７号までのいずれかに該当することを知

りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 

⑼ 受注者が、第１号から第７号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材等の購

入契約若しくは廃棄物処理施設の使用契約その他の契約の相手方としていた場合（第８

号に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の

解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

⑽ 受注者が、三重県後期高齢者医療広域連合の発注する契約等に関し、暴力団員等によ

る不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報又は発注者への報告を怠り、著しく

信頼を損なう行為があったと認められるとき。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準

用する。 

（受注者の解除権） 

第２０条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて

催促をした後、この契約を解除することができる。 

⑴ 第１７条の規定により、この委託業務の内容を変更したため契約金額が３分の２以上

減少したとき。 

⑵ 第１７条の規定による中止期間が契約期間の２分の１以上に達したとき。 

⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によって委託業務を履行することが不可能にな

ったとき。 

２ 前項の規定により、この契約を解除した場合には、受注者は、これによって生じた損害

の賠償を発注者に請求することができる。 

（契約解除の場合における履行部分の清算） 

第２１条 前３条の規定により、この契約を解除した場合において、履行部分があるときは、

発注者は、当該履行部分を検査の上、相応する金額を支払うものとする。 

（損害賠償） 

第２２条 受注者は、委託業務の実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰する場合は、こ

の限りでない。 

２ 天災その他不可抗力によって生じた損害については、発注者、受注者協議の上、決定す

るものとする。 

（特定の違法行為に対する措置） 

第２３条 受注者は、この契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求



に基づき、契約金額の１０分の２に相当する額を損害賠償金として発注者に支払うものと

する。 

 ⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が

構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、

公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３

において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」と

いう。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６

３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

⑵ 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ

れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」とい

う。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等

に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における

当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この

契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての

事業活動があったとされたとき。 

⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の

規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引

分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につい

て、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付

命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札

（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもので

あるとき。 

⑷ この契約に関し、受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含

む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁

止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 発注者は、受注者がこの契約に関し前項各号のいずれかに該当するときは、契約を解除

することができる。 

３ 第１９条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準

用する。 

４ 第１項の規定は、契約の履行が完了した後においても適用する。 

（相殺） 

第２４条 発注者は、この契約に関し受注者に対して金銭債権を有する場合は、受注者が発

注者に対して有する契約保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、不足

があるときはこれを追徴する。 

（費用負担） 

第２５条 この契約を実施するために必要な書類等の作成に必要な費用は、受注者の負担と

する。 

（輸出関連法令の遵守） 

第２６条 発注者は、受注者から納入された納入物を輸出する場合には、外国為替及び外国



貿易法その他輸出関連法令を遵守し、所定の手続をとるものとする。なお、米国輸出関連

法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続が必要な場合も同様とする。 

（裁判管轄） 

第２７条 この契約に関する訴訟は、発注者の所在地を管轄する裁判所にて行うものとする。 

（疑義等の決定） 

第２８条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必

要に応じ発注者、受注者協議の上、決定するものとする。 


